
 

 

令和７年度 
 

福島県吹奏楽連盟県北支部 

 

 
 

 

総 会 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

          日   時 ： 令和７年４月２５日（金） 

          会   場 ： サンライフ福島 大研修室 

                  
             
  

 

福島県吹奏楽連盟県北支部 



 

 

福島県吹奏楽連盟県北支部総会 
 

１ 開会の言葉 

２ 支部長あいさつ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １    

３ 理事長あいさつ 

４ 議長選出 

５ 報告事項  

 （１） 令和６年度事業実施報告 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 （２）   同   決算報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３   

 （３）   同  特別会計決算報告 ・・・・・・・・・・・・  ４   
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支部長あいさつ 

  

 加盟各団体におかれましては，日頃より本支部の活動に多大なるご支援ご理

解を賜り，誠にありがとうございます。 

 本支部は一般社団法人全日本吹奏楽連盟の目的「吹奏楽及び管・打楽器によ

る音楽の普及・向上を図り，もってわが国の芸術文化の発展に寄与すること」

に則して，加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り，併せて吹奏楽を通じて県

北支部の文化の向上に資することを目的としています。この目的達成のために，

吹奏楽コンクール県北支部大会，アンサンブルコンテスト県北支部大会，講習

会、新人演奏会等の事業を行っています。 

 昨年度は新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、基本的な感染予防対策

を取りながら、これまで中止・変更されていた事業を通常実施することができ

ました。しかしながら一昨年３月の地震被害により，とうほう・みんなの文化

センター（福島県文化センター）大ホールが使用できず、会場変更等の対応を

迫られる困難な状況を乗り越えてまいりました。 

 また、昨年度は部活休日地域移行に対応するため、福島県吹奏楽連盟のご指

導、ご支援を頂き、「吹奏楽アカデミー」を開催しました。中学生７０名以上

の参加を得、２月３日に行われました新人演奏会において初の演奏を披露し、

大きな成果を上げました。今年度はさらに内容の充実を図りたいと考えていま

す。 

本日の総会での協議をとおして、吹奏楽連盟の目的達成のため会員の皆様と

力を合わせて，各事業を力強く実施していきたいと考えております。そして音

楽をとおして、人々の笑顔の輪が広がり、心の復興が更に進んでいくことを願

ってやみません。 

 結びに，関係各団体の皆様のご理解・ご協力に心より感謝とお礼を申し上げ，

今後の益々のご活躍とご健勝をお祈りし，あいさつといたします。 

 

令和６年４月１９日 

    福島県吹奏楽連盟県北支部長  



月 日 曜日 行事 会場
4 19 金 福島県吹奏楽連盟県北支部総会 サンライフ福島

28 日 吹奏楽講習会　講師：福本信太郎
ふくしん夢の音楽堂
（福島市音楽堂）

5 8 水 第１回役員会 サンライフ福島

6 13 木 第６２回福島県吹奏楽コンクール第４２回県北支部大会事前説明会及び抽選会

第２回役員会
第６２回福島県吹奏楽コンクール第４２回県北支部大会

7 12 金 準備会
13 土 １日目：シード、中学生小編成、中学生
14 日 ２日目：小学生、高等学校小編成、高等学校、大学、職場・一般

審査員：高山直也、田中美佳子、日比野裕幸、柳生和大、山本真理子
8 9 金 第３回役員会 サンライフ福島

9 25 水 第４回役員会 サンライフ福島

11 7 木 第５２回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会事前説明会及び抽選会
第５回役員会

12 第５２回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
6 金 準備会
7 土 １日目：中学生
8 日 ２日目：小学生、高等学校、大学、職場・一般

審査員：小川佳津子、小串俊寿、長谷川貴大
1 21 火 第６回役員会 福島市立福島第三中学校

2 24 月祝 新人演奏会 ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）

3 5 水 第１回監査会 福島市立福島第三中学校

18 火 第７回役員会 福島市立福島第三中学校

18 火 第２回監査会 福島市立福島第三中学校

25 火 第８回役員会 伊達市立桃陵中学校

4 4 金 第３回監査会 サンライフ福島

関連行事【県】
月 日 曜日 行事 会場

4 11 木 福島県吹奏楽連盟総会 須賀川市文化センター

6 1 土 第１回常任理事会 福島県立安積黎明高等学校

7 第６２回福島県吹奏楽コンクール

27 土 １日目：小学生、高等学校小編成

28 日 ２日目：中学生小編成、職場・一般
 審査員：大浦綾子、田中靖人、岸上　穣、齋藤　充、小川佳津子、高山直也、大滝　実

8 3 土 ３日目：高等学校、大学

4 日 ４日目：中学生
 審査員：飯島　泉、小串俊寿、神代　修、山岸明彦、平子ひさえ、福島弘和、加養浩幸

9 第４２回福島県マーチングフェスティバル
14 土 準備会
15 日 審査員：大川勝己、水口　透、鰐部幹男

11 2 土 第２回常任理事会 福島県立安積黎明高等学校

1 第５２回福島県アンサンブルコンテスト
18 土 １日目：小学生、中学生
19 日 ２日目：高等学校、大学、職場・一般

審査員:：今村岳志、小川佳津子、小串俊寿、金野紗綾香、福島弘和
3 2 日 第３回常任理事会 福島県立安積黎明高等学校

関連行事【東北】
月 日 曜日 行事 会場

8 第６７回東北吹奏楽コンクール
24 土 １日目：高等学校
25 日 ２日目：中学生

9 7 土 ３日目：小学生、高等学校小編成、大学
8 日 ４日目：中学生小編成、職場・一般

10 6 日 第４３回全日本小学校バンドフェスティバル東北大会
第３７回全日本マーチングコンテスト東北大会

12 22 日 第４６回東北吹奏楽の日（宮城県） 東京エレクトロンホール宮城

2 第５２回東北アンサンブルコンテスト
8 土 １日目：中学生
9 日 ２日目：小学生、高等学校、大学、職場・一般

15 土 第３６回東北吹奏楽連盟吹奏楽指導者講習会
16 日

岩手県　奥州市　Zホール
奥州市文化会館

宮城県　利府町
グランディ２１　スーパーアリーナ

宮城県
仙台銀行ホールイズミティ２１

福島県　須賀川市
須賀川市文化センター

いわき市いわき芸術文化交流館
「ALIOS/アリオス」

けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

あづま総合体育館

いわき市いわき芸術文化交流館
「ALIOS/アリオス」

秋田県　あきた芸術劇場
「ミルハス」

令和６年度　福島県吹奏楽連盟県北支部事業報告

パルセいいざか

パルセいいざか

観月台文化センター

観月台文化センター

２



円，
４

ハ
υ
●
０
０
υ
ｎ
υ

，
４額

額

高

総

総

残

入

出

引

収

支

差

１

倉

３

令鞭6年度  福島県吹奏楽違盟県鷲L文畜3決算書

3,635,088 )■ l

l,302,924円

襲鳳ぬとおり鐵警敷します。

なな、菫31鶴高 L362,924円を次年度に繰り越します1、

令和7年 4月 4日

鷲量の議隷、菫艤かつ鷺菫機燿鍵 れてしヽる轟量を認めます。

鸞菊7年4用 4欄 | 壼計監鴛

余請蠍鶯

吹奏楽違盟県北支部文部長  邊見
吹美楽遠盟県北支部会計   宗:I]

織野 饉介

復轟 義華

♂ヽ
■
ゝ′

項 日 僣:手 ,:

〔1,275,2511  1.275,2511

蜂繁I加入曇19金 30,00〔

1          :
1,890,0001     1.920.0001

3Qop_o「lt X 641」 {苓

(県 15,000「 ]、 支1315.000Fl)

'業
携託金 〔100.00()1      loo.oool り:具より事業31暑助金として

(I 00,0001 100.0001 より事業季証金として(マーチング)

o! ol 〔 県より事業委託金として(県大会 )

ol 1 74 4scl 174 4st 吹薬楽識習会残金

コンクール県北大会残金ol sss.o6sl 3es.o6(

01      612′ 2691     612.201 アンサンブルコンテス畷 金

ol szs.sssl s23.6s{ 折人規嚢会残金

籍収入

ol go.sool e6.so( R6講習会会場代戻入れ
〕利 鳥, 01 3691 :利忠

4001000!      297.7801  △ 102.22( n7会 場者前 私い金を含ま〕

人 ,宙義会揮営費 (400.0001      400.0001

〔600.0001      600.0001

Rフ会場書前‡ムしヽ金弁合オ〕

HP揮賛轡 80,0001 66.8801  △ 13.12(

アカウント管理壼 60.0001 sz aq+l a z2.sst
「務掛 so,oool ss.oss I s.oer ]刷代、振込手数料
:理費 oO.oool 60.0001 ( l睡代

通信番 so,oool ra.sr+l a ts.4a(
`送

費

15,0001 9.6001    △ 5.40( 役員会会 lξl代

:員会旅費 93.000! S4.7761   △ 33.22(

:務局費 ro.oool sr sool a rr sor 54ζ X 10000FI]、  141も X7600F弩

楽発}修理構 150,0001 ol a rso.oo(
:症予防対策費 ol ol (

予{難 := 42.2511 4■5101   △ 741 弔費(番典・花代 )
合計 3.365,2511     3.635,038:     269`831



1.収入総畿

2.支轟総議

3.麓撃1燿高

令機0奪鷹 穣島県吹農藤蓮饉纂北寅部 特踏増会計濃糠警

福島県鐘農
‐
懇蓬饉薬北支部

導73t98議 辞〕

2∞:1舎0降

會サ3,鰺9露

増 減 備考

I

01

以上のとお
―
サ報告数します。令黎7年4貫 4‐臨    喫萎楽連饉暴北支部賞部轟

吹難楽蓬艤県北支糠会計

監査の結
‐
黒、正確かつ適露|こ握理されていることを認めます。

奎職7年4員 4攘          会講監量

爾 十監燿難

⌒
二√贅画〕ヽ

轟露年成ゝ 1塵ソ

宗田

佐藤

譲

「

辞11ヽ

紺難 菫分撃i聯籍
|`:11.=::議
√

4

6年慮予 tif師項 目 6年度決算機 増 減 備考

473.79(繰越金 473.79(

雑収入

預金利魚 他 19〔

合計 473,79( 473.98[

項 目 6年度予算額 6年度決算額

備品購入費 200.00C 200.00C ハ‐一モニ・―ディレクター・スピー‐カー 2t`ット

〈
ｎ 200.00C 200,00C
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第５２回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 反省一覧 

☆進行について 
・ １２：００、１７：００の時報の音楽が、ホール内まで聞こえてしまいました。出演者退場口のホール内側

の扉は演奏中は閉めていただくようお願いしました。 

  １２：００と１７：００に時刻を知らせる音楽が鳴っていました。ホール内でも音が聞き取れるレベルで

したが、録音に支障はなかったのでしょうか？ 

     →昨年まではなかったのですが、今年からかなりの大音量で音楽が鳴るようになっておりました。録音業者からは

指摘はありませんでしたが、今後また会場を使用する場合には、ホールに申し入れをしたいと思います。 

・ 演奏の前に、アナウンスの後礼をしてスタートしてくださいと申し上げていたが、１団体礼せずでした。 

→県大会と動きをそろえていくことも今後検討したいと思います。 

・ （２日目）最大で４分の押し、１分の巻きでした。 

・ １日目は、全体的に巻きが多かったです。 

→お世話になりました１日目は。コロナ禍で消毒もあった頃に余裕を持たせたタイムテーブルにし、その時間で行

っていたので、時間が余ってしまった部分もありました。次年度以降は、元のタイムテーブルに戻す（５分３０秒回し）

ことを検討したいと思います。 

☆ステージについて 

・ 配置図の通りにセッティングをしようとしたが、その場で変更の団体がいくつかあり、少し混乱した。 

     →配置図の変更は、受付で必ず訂正版を出していただくよう、（要項にも記載してありますが）よろしくお願いします。 

☆会場について 

・ 保護者の方のマナーは良かった方だと思います。小学校の時、スマホで撮影している方がいたので、演奏後

に声をかけ、消していただきました。素直に認め、消してくれたので良かったです。 

・ ２日目、中央に座った家族５人、お母さんに携帯の電源を切ってくださいとお願いしたら、後ろに座ってい

たおじいさんに中指を立てられました。残念でした。事前の周知をしていたのですが。 

・ 撮影禁止のパネルの文字の大きさ、イラスト、プレートのもののサイズはもう少し大きい方が良いか？（遠

くからだとあまり見えないかもしれません。） 

・ 演奏準備中や演奏中に携帯電話を使っている人がいて気になった。 

→マナーの悪い保護者の方が今年も見られて残念です。各団体、事前の周知徹底をよろしくお願いいたします。悪

質な場合は、団体名を聞くなどの対処も考えたいと思います。文字の大きさについては、今後検討したいと思いま

す。 

・ 演奏終了後、拍手の前に扉の開閉音があったのが、少し気になりました。 

→演奏に支障がないように、扉の開閉については気を付けていただければと思います。 

☆打楽器搬入について 
・ 打楽器搬入が正面からだったが、正面に乗用車が止まっていてトラックが入れず、全部右側からの搬出入

になってしまいました。（１日目） 

→早い時間からだったので、役員の先生の乗用車ではなかったかと思われます。役員駐車場は東側第２駐車場で

した。今後はご確認の上、駐車をお願いします。 

・ 可能であれば団体ごとの打楽器搬出の目安時間がほしいです。 

→演奏終了後、速やかに搬出という流れでお願いできればと思います。搬入と被った場合は、搬入優先でやって

いただければと思います。時間設定については、係で検討したいと思います。 

☆受付・プログラム販売について 
  ・ 出演者の方で、「どこが待機場所ですか？」という質問があり、ご案内しました。 

  ・ 「会場はどこですか？」とよく聞かれたので、矢印などの案内があると良いのではないでしょうか。 

  ・ 楽器ケース置き場の辺りに、行先の表示があるといいと思いました。（音出しに行くのにステージに向かう

チームや、チューニング後、観客用ホールで入口に行こうとするチームがありました。） 

・ 会場案内の立て看板等があるとより分かりやすいと感じました。 

→ありがとうございました。案内表示について、わかりやすくできるよう工夫したいと思います。 

  ・ プログラムが大量に残ったので、印刷数を少し減らしてもいいのでは？と思いました。 

→今年度は、プログラムの売り上げに貢献する目的もあり、タイムテーブルをＨＰに載せなかったのですが、売り

上げが伸ばせず残念です。次年度どうするか検討したいと思います。 

  ・ 中学校の団体で当日複数購入する場合は、中学校でお金をまとめてから購入してほしいです。（一人一人袋

に入った状態でした。） 

→団体での当日購入の場合は、各団体でまとめるなどご協力をお願いいたします。 
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  ・ お釣りは１００円×１本では足りなかったです。価格が６００円なので、５００円はそれほど必要ないと思

います。 

→ご迷惑をおかけしすみませんでした。以後気を付けたいと思います。 

・ 受付とプログラム販売担当を分けたのはとても良かったと思います 

→場所が離れているので、担当を分けさせていただきました。お世話になりました。 

☆チューニングについて 
・ １ブロックに同じ学校がいるので、管打チームが２つあると２チーム分まとめて打楽器を持ってきてチュ

ーニングも一緒にしていた学校が多かった。最初それに気づかず、チューニング後に入口まで移動してもら

ったら後のチームの打楽器も一緒に移動してきて、他団体と待機順が入れ替わってしまったことがあった。

生徒、先生、保護者はその旨申告してこないので、こちらから確認した方が良いと思いました。 

・ 打楽器チューニングが３チームほど時間が被ることがあるので、楽器の量が多いとスペースの確保が難し

かったです。 

         →お手数をおかけしました。お世話になりました。 

・ チューニング室が３階は大変そうでした。 

・ 各部屋の時計を合わせてほしいです。 

・ ３階廊下の空間は、温まるまで時間がかかり、ステージとの温度差が大きかったです。 

・ チューニング室Ａが少し寒かったです。 

         →会場の都合で仕方のないことではありました。時計については、備え付けのものはこちらではどうしようもないの

で、電波時計を活用していただくしかありませんでした。よろしくお願いいたします。 

・ 和室とチューニングＢの終了時刻が重なっているところがあるので、やはり、それぞれ一人ずつ配置の方

がスムーズかと思います。（１日目） 

・ チューニングは昼休憩があまり関係ないので、役員の人数が少ないと、なかなか食事もとれませんでした。 

・ ２日目は、チューニング係が４人おり、チューニング室Ａ・Ｂ・打楽器チューニング・音出し和室、それぞ

れ一人ずつ仕事ができたのでスムーズでした。 

         →１日目は、役員の人数が足りず、ご苦労をおかけしました。来年度は、生徒補助員もお願いし、余裕をもってできる

よう工夫したいと思います。 

  ・ 通行不可の階段を２校利用してきました。受付でよいと言われたとのことでした。 

         →会場図に記載してありましたが、表示等、次年度は工夫したいと思います。 

・ 和室に敷いたブルーシートでつまずく生徒がいました。 

         →段差がないよう注意して敷いたつもりでしたが、すみませんでした。転倒などがなく良かったです。 

・ 管打チームの打楽器奏者が急な欠席等になった場合、情報が来ないので、チューニングの時間間際に、まだ

来ていないが大丈夫だろうかと不安になりました。 

         →当日の編成変更の場合、受付でその旨申告いただき、それが係に伝わるように次年度は工夫したいと思います。 

・ チューニングの係の方が、5 分の音出し時間をきちんと守らせていたので公平感がありとても良かったで

す。 

・ とてもよい環境だったと思います。 

         →係の皆さんありがとうございました。 

☆運営・その他について 
・ 審査結果の順位ですが、中学校の部が75チームあるのに対し、順位が76番目までありました。何か理

由はあるのでしょうか。 

         →実は審査結果表の印刷の際、プログラム７６番のグループのところが切れて印刷されてしまいました。すみません

でした。該当団体には、後日お知らせいたしました。 

 

 以上、たくさんの反省、忌憚のないご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。皆様方にご協力いただ

いたおかげで無事に大会が開けたこと、大変感謝しております。また、今回は、国見町での開催になり、遠方からお

越しいただいたり、補助員もほとんどおらず、皆様にはご苦労をおかけしましたが、皆様の御協力により、大きな混

乱もなく開催できました。ありがとうございました。 

 次回は、令和７年１２月１３日（土）・１４日（日）、ふくしん夢の音楽堂での開催となります。今回いただいたご

意見を生かし、さらによりよい運営となるよう、努力していきたいと思います。 

 

文責：アンサンブルコンテスト担当：遠藤小織 
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福島県吹奏楽連盟県北支部規約 

第一章 総則 
（名称） 
第１条 本連盟は福島県吹奏楽連盟県北支部と称し、福島県吹奏楽連盟に所属する。 
（会員） 
第２条 本会員は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体及び個人とする。 
（事務局） 
第３条 本支部は、事務局を事務局長所在地に置く。 
 

第二章 目的及び事業 
（目的） 
第４条  本支部は全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に則して、加盟団体相互の親睦と技術の 

向上を図り、併せて吹奏楽を通じて県北地区の文化の向上に資するをもって目的と 
する。 

（事業） 
第５条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．吹奏楽コンクール県北支部大会の開催 
２．アンサンブルコンテスト県北支部大会の開催 
３．講習会、研修会の開催 
４．その他適当と認めた事業 

 

第三章 役員及び事務局 
（役員） 
第６条 本支部に次の役員を置く。 

１．支部長    １名 
２．副支部長   １名 
３．理事長    １名 
４．副理事長   １名 
５．事務局長   １名 
６．事務局次長  １名 
７．事務局員   ９名 

    （コンクール３名、アンコン３名、新人演奏会３名、それぞれ会計１名を含む） 
８.本部会計  １名 
９.会計監査  ２名 

      ※ なお、この他に県大会開催年度に県大会事務局員をおく。 
（役員の選任） 
第７条 １．支部長は、総会の推薦による。 

２．副支部長は、支部長の推薦による。 
３．理事長、副理事長、県常任理事及び会計監査は、総会で選出する。 
４．事務局長、事務局次長、事務局員、及び会計は、理事長が任免する。 
５．県常任理事は、福島県吹奏楽連盟規約第３章第７条３項及び４項に基づき、 
  理事長、副理事長、事務局長がこれにあたる。 

（役員の職務） 
第８条 １．支部長は、本支部を総括し、本支部を代表する。 

２．副支部長は、支部長を補佐すると同時に本支部を総括し､本支部を代表する。 
３．理事長は、本支部の業務執行を総括する。 
４．副理事長は、理事長を補佐すると同時に本支部の業務執行を総括する。 
５．県常任理事は、総会の議による会務を遂行する。 
６．事務局長は、本支部の事務を処理する。 
７．事務局次長は、事務局長を補佐すると同時に本支部の事務を処理する。 
８．事務局員は、事務局長を補佐し各事業の事務を処理する。 
９．会計は、本支部及び各事業の会計を処理する。 
10．監査は、事業の運営並びに会計の監査をする。 

（役員の任期） 
第９条 １．役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２．補欠または、増員により選任された役員の任期は、前任者または、後任者の 
          残存期間とする。 
 

第四章 顧問 
（顧問） 
第 10 条 １．本支部に顧問を置くことができる。 

２．顧問は、総会において推薦し、支部長が委嘱する。 
３．顧問は、支部長または理事長の諮問に応じるものとする。 
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第五章 会議 
（会議の種類） 
第 11 条 会議は、総会、役員会及び事業実行委員会とする。 
（総会の招集） 
第 12 条 総会は、支部長がこれを招集する。 
（役員会の招集） 
第 13 条 役員会は、支部長、副支部長、理事長、副理事長、県常任理事、事務局長、事 
   務局次長、事務局員及び会計をもって組織し、支部長がこれを招集する。 
（事業実行委員会の招集） 
第 14 条 事業実行委員会は、福島県吹奏楽連盟の主催する事業の担当支部となった場合、 

 並びに本支部の各事業を行うとき、その事業毎に実行委員会を組織し、随時、支 
 部長がこれを招集する。 

（会議の定足数） 
第 15 条１．会議は、すべての構成員の半数以上の出席者をもって成立する。但し、委    

任状をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。 
２．会議の議決は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（総会の議決事項） 
第 16 条 総会に付議すべき事項は次の通りとする。 

１．事業計画及び報告 
２．予算・決算 
３．役員の選任 
４．規約の変更 
５．顧問の推薦に関すること 
６．その他特に重要な事項 

（役員会の議決事項） 
第 17 条 役員会に付議すべき事項は次の通りとする。 

１．事業遂行に関すること 
２．会計運用に関すること 
３．福島県吹奏楽連盟その他の文化団体の連絡に関すること 
４．その他必要な事項 

（事業実行委員会の議決事項） 
第 18 条 事業実行委員会に付議すべき事項は次の通りとする。 

１．事業企画、運営の計画とその実施 
２．会計の実施 
３．その他必要な事項 

 

第六章 会計 
（会費の納入） 
第 19 条 加盟団体は毎年４月末までにその年度の会費１５，０００円を納入する。 
（会計の種類） 
第 20 条 １．本支部は一般会計・事業会計・活動基金会計の３種類とする。 

２．一般会計は、次に掲げるものをもって充てる。 
       （１） 会費  （２） 寄付金  （３） その他の収入 

３．事業会計は事業に伴う収入をもってこれに充てる。 
４．活動基金会計については、一般会計や事業会計で大幅な余剰金が発生した場
合等にこれに充てる。 

（経費の支弁） 
第 21 条 １．本支部の通常事業遂行に要する費用は、一般会計をもって支弁する。 

２．事業会計の支出については、役員会の承認を経なければならない。 
３．活動基金会計は、各種事業での資金不足の補填、新規事業の資金、支部所有
楽器の購入及び修繕に支弁する。なお、支出については、役員会の承認を経な
ければならない。 

（会計の年度） 
第 22 条 本支部の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わりと 

する。 
 

第七章 付則 
（改正） 
第 23 条 この規約は、平成１２年５月２日より施行する。 
 平成１３年５月 １日一部規約改正（第６条－７，８） 
 平成１８年４月２４日一部規約改正 
  （第６条－７ 第７条－４ 第８条－７ 第１３条） 
 平成２０年４月２３日一部規約改正（第１９条 第２０条－１，４） 
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 平成２２年４月１３日一部規約改正（第５条、第６条－８）  
 平成２４年４月２１日一部規約改正（第６条－８） 
 平成２５年４月１９日一部規約改正（第１９条） 
 平成２６年４月１８日一部規約改正（第６条） 
 平成２８年４月１８日一部規約改正（第６条、第２０条、第２１条） 
 平成３１年４月１６日一部規約改正（第１９条） 
 令和 ５年４月１７日一部規約改正（第１９条）  
 令和 ７年４月２５日一部規約改正（第７条ー５） 
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福島県吹奏楽連盟県北支部会計規定 

 

 福島県吹奏楽連盟県北支部規約第２０～２２条により、会計事務に関する規定を次のように定める。 

 

第１条（役員業務手当） 

  １．役員の業務手当は、別表１により支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２．土日祝日における役員の事業の運営・会議・出張の旅費等は、別表２により支給する。 

  

 

第２条（会議費規定） 

  １．本支部長が招集する会議の経費は、この規定により会議の種類により一般会計、事業会計毎に

支給する。 

    ２．会議に出席するための旅費等は、第１条第２項の規定により支給する。 

    ３．会議に出席するための交通費は、別表４により実費を支給する。 

    ４．会議が食事時間（１２時・１８時）にかかる場合は別表３により食事代を提供する。 

     〈別表３〉 食 事 代   １，０００円 

 

 

第３条（事業収益規定） 

１．吹奏楽コンクール、及びアンサンブルコンテスト、新人演奏会事業の残金は、事業が終了後速

やかに経費のすべてを支払い、残額をすべて一般会計に戻す。 

 

第４条（諸費支出規定） 

    １．上記以外の諸費支出は、次の基準による。 

    ２．本支部が主催する事業の補助員の旅費等は、次の通りとする。 

      ① 社会人及び大学生は、１日１，０００円とする。 

      ② 中学生・高校生は、学校単位に部活動補助費として人数に応じて支出する。 

     （１人５００円を目安） 

３．本支部が主催する事業の事務局員旅費等は１０，０００円とし、事業収益より支出する。 

４．専門家に依頼する謝金は、別表５により支給する。 

      〈別表５〉 

 

 

 

 

 

講習会講師 

 

理事長が定める額 

（旅費宿泊費は実費相当） 

コンクール審査 

 

１日 ４０，０００円 

（旅費宿泊費は実費相当） 

アンコン審査 

 

１日 ４０，０００円 

（旅費宿泊費は実費相当） 

５．事務局長、事務局員及び会計担当者は、事業実施費用の仮払金として事前に５０，０００円ま

で受け取ることができる。なお、仮払いは３ヶ月以内に清算することとする。 

   〈別表１〉 

 

 

 

 

 

 

支部長 年額 １０，０００円 

副支部長 年額 １０，０００円 

理事長 年額 １０，０００円 

副理事長 年額 １０，０００円 

事務局長 年額 １０，０００円 

事務局次長 年額 １０，０００円 

本部会計 年額 １０，０００円 

      〈別表２〉  旅 費 等   １，０００円 

     〈別表４〉 旅  費 1km あたり２５円 



 

22 

 

第５条（特別会計規定） 

１．特別会計は、本連盟の運営において臨時に支出が必要となった際（事業運営費の補助、備品の

購入・修繕など）に備えるためのものとする。 

２．本支部への用途未指定の寄付があった場合は、特別会計の収入として処理する。 

 

第６条（慶弔規定） 

１．支部役員が死亡したときには、香典として 5,000 円と供花を送る。 

２．支部役員の配偶者、父母（配偶者の父母も含む）、子女が死亡したときは、香典として一律 5,000

円を送る。 

３．県内の他支部役員や県役員が死亡したときには、香典として 5,000 円を送る。ただし、（削除）

支部長の判断で供花を付け加えることができる。また、それらの家族が死亡した場合には、香

典として 5,000 円を送る。 

４．その他、本支部の発展に貢献なさった方（支部役員経験者等）が死亡したときには、支部長の

判断により香典として 5,000 円及び供花を送ることができる。（以下削除） 

５．香典を持参することが困難な場合は、支部長の判断により供花や供物、弔電に替えることがで

きる。 

 

第７条（付則） 

    １．この規定の改正をする場合は役員会の決議による。 

    ２．この規定は、平成１２年５月２日より施行する。 

    ３．この規定は、平成１３年５月１日より一部改正実施する。 

        （役員業務手当の事務局員を削除、諸費支出規定３を追加） 

    ４．この規定は、平成１４年５月１日より一部改正実施する。 

        （役員業務手当の変更、諸費支出規定３の事務局員手当の変更） 

    ５．この規定は、平成１８年４月２４日より一部改正実施する。 

        （役員業務手当に事務局次長を追加） 

    ６．この規定は、平成２４年４月２１日より一部改正実施する。 

        （役員の事業の運営・会議・出張の日当は土日祝日を追加） 

        （事業収益の見直しを追加） 

７．この規定は、平成２６年４月１８日より一部改正実施する。 

        （役員業務手当から県常理事を削除） 

８．この規定は、平成２７年４月１８日より一部改正実施する。 

  （別表４の見直し、事業収入規定の変更、慶弔規程の追加） 

９．この規定は、平成２８年４月１８日より一部改正実施する。（事業収入規定の追加） 

10．この規定は、令和３年４月１５日より一部改正実施する。（事業収入規定の変更） 

11．この規定は、令和４年３月２８日より一部改正実施する。 

  （諸費支出規定の変更、特別会計規定の追加、慶弔規定の変更） 

12. この規定は、令和６年４月１９日より一部改正実施する。  
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福島県吹奏楽コンクール県北支部大会実施規定 

第１章 総 則 

（大会名称） 

第１条 この大会は「福島県吹奏楽コンクール県北支部大会」という。 

（実 施） 

第２条 福島県吹奏楽コンクール県北支部大会（以下、県北大会）は、福島県吹奏楽連盟県北支部

に加盟する団体が参加して毎年実施する。 

（会場・日時） 

第３条 実施会場・日時などの必要事項は、福島県吹奏楽連盟県北支部役員会（以下、役員会）で

決める。 

第２章 実施部門及び参加人員 

（実施部門） 

第４条 実施部門は次の通りとし、加盟団体は所属する一つの部門に参加できる。 

（１） 小学生の部  （２） 小学生小編成の部 （３） 中学生の部 

（４） 中学生小編成の部 （５） 高等学校の部 （６） 高等学校小編成の部  

（７） 大学の部  （８） 職場・一般の部 

２ 中学生の部と高等学校の部は、第一部と第二部に分けて実施する。 

（参加人員） 

第５条 各部門の参加人員は次の通りとする。なお、指揮者はこの人員に含まれない。 

（１） 小学生の部……………………………６５名以内 

（２） 小学生小編成の部……………………３０名以内 

（３） 中学生の部……………………………５０名以内 

（４） 中学生の部第二部……………………自 由 

（５） 中学生小編成の部……………………２５名以内 

（６） 高等学校の部…………………………５５名以内 

（７） 高等学校の部第二部…………………自 由 

（８） 高等学校小編成の部…………………３０名以内 

（９） 大学の部………………………………５５名以内 

（１０） 職場・一般の部………………………６５名以内 

第３章 資 格 

（参加資格） 

第６条 参加資格は、福島県吹奏楽連盟県北支部に登録された団体で次の通りとする。 

（１） 小学生の部・小学生小編成の部 

団体構成メンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。 

参加形態は以下のとおりとする。 

① 単独校 従来通りの参加形態。 

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない小学校

が、学校長の許可のもと編成する団体。 

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※１で構成された団体。 

注：部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生に参加の機会を広げる

趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。 

（２） 中学生の部・中学生小編成の部 

団体構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。 

（同一経営の学園内、または同一団体内の小学生※１の参加は認める。小中一貫校の小

学生の参加は認める。） 

ただし、小編成の部への参加は前年度中学２年生以下の部員が２０名以内の団体、も

しくは県吹奏楽連盟に認められた団体とする。 

参加形態は以下のとおりとする。 
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① 単独校 従来通りの参加形態。 

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない中学校が、 

学校長の許可のもと編成する団体。 

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※１、中学生※２で構成され

た団体。 

注：部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生に参加の機会を広げる趣旨 

           で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。 

※１ 小学生 学校教育法で定める小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校の 

小学部に在籍する児童をいう。 

※２ 中学生 学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前 

期課程、特別支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。 

（３） 高等学校の部・高等学校小編成の部 

団体構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。 

（同一経営の学園内小学校児童、中学校生徒、中高一貫校の中学生の参加は認める。） 

ただし、小編成の部への参加は前年度２年生以下の部員が２５名以内の団体、もしく

は県吹奏楽連盟に認められた団体とする。 

（４） 大学の部 

団体構成メンバーは、同一大学に在籍している学生とする。 

（同一経営の学園内小学校児童、中学校及び高校生の生徒の参加は認める。） 

（５） 職場・一般の部 

団体構成メンバーは、当該団体の団員とする。 

だたし第３項に該当するメンバーおよび職業演奏家の参加は認めない。 

２ 加盟団体が、同一部門に重複して参加することは認めない。 

３ 同一奏者が、その年度内に二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。 

４ 課題曲、自由曲は同一メンバーが演奏しなければならない。ただし、楽器の持ち替えは認 

める。 

（指揮者） 

第７条 指揮者の資格については制限しないが、課題曲、自由曲とも同一人が指揮をすること。 

２ 同一指揮者が、同一部門の二つ以上の団体に重複して指揮することは認めない。ただし、

大学、職場・一般の部を除く。 

（入賞取消） 

第８条 参加団体の資格に疑義があるときは、出場を停止または入賞を取り消すことができる。 

第４章 課題曲・自由曲及び演奏時間 

（編 成） 

第９条 課題曲は、スコアに指定された編成を尊重すること。 

２ 自由曲は、木管楽器、金管楽器、打楽器(擬音楽器を含む)、その他スコアに指定された編

成で演奏すること。ただし、コントラバス、ピアノ、チェレスタ、ハープ、曲中のスキャッ

ト(声)は認める（歌詞は不可）。合わせて、リコーダーについては、原曲に指定があるもの

については認めるが、編曲の際に使用するのは認められない。また、小学生小編成の部にお

いては、エレキベースの使用を認める。小学生の部においては、手具などの使用上のルール

は全日本吹奏楽連盟が別途定めたものを適用する。（全日本吹奏楽コンクールに関する

Q&A2103版に基づいて） 

（審 査） 

第10条 参加団体は、課題曲１曲及び自由曲１曲を演奏して審査を受ける。組曲は１曲とみなす。

ただし、小学生、小学生小編成、中学生の部第二部及び高等学校の部第二部（以下、第二

部）、中学生小編成の部及び高等学校小編成の部（以下、小編成）は、自由曲のみで審査を

受ける。 

（課題曲） 

第11条 課題曲は、全日本吹奏楽連盟で決定されたその年度のものを用いる。 

（著作権） 



 

25 

 

第12条 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を

受けなければならない。この許諾を受けないで大会に出場することは認めない。 

（演奏時間） 

第13条 演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて１２分以内とする。ただし、小学生、第二部及び小

編成の出場団体は、自由曲のみ７分以内とする。 

２ 演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間をいう。ただし、小学生、

第二部及び、小編成は、自由曲の演奏開始から終了までの時間をいう。 

（失 格） 

第14条 演奏時間が、超過した場合は失格とし、審査の対象としない。 

（演奏順序） 

第15条 部門の順序についてはその年の役員会で、出演順序は抽選を経て決定する。 

第５章 表彰及び代表 

（審査員） 

第16条 審査員は、支部長が委嘱する。 

２ 審査員は５名とする。 

３ 審査方法は、別に定める審査内規による。 

（表 彰） 

第17条 表彰は部門ごとに、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを贈る。 

（支部代表） 

第18条 県大会開催の２週間前までに支部大会を実施し、その年の県常任理事会で指定された部門

毎の代表枠に沿って代表団体を決定する。ただし、大学の部は、支部大会を経ないで県大会

に出場することができる。 

２ 支部代表団体の出演順は、完全抽選によって決定する。 

（シード団体） 

第19条 前年度東北大会以上に出場した団体は、県北大会に出場した上で、シード団体として県大

会に推薦される。（小学生の部については東北理事会の協議により変わる可能性あり） 

２ シード団体が出場を辞退した場合は、その支部の代表団体に補充することはできず、欠員

としなければならない。 

（参加費用） 

第20条 県北大会参加に要する費用については、参加団体の負担とする。 

第６章 そ の 他 

（共催・後援・協賛） 

第21条 県北大会実施に当って役員会が必要と認めた場合は、共催、後援、協賛団体を持つことが

できる。 

２ 共催、後援、協賛団体から賞状・賞品の贈与を受けることができる。 

（実行委員） 

第22条 県北大会の実行委員は、支部の加盟団体の人員があたる。 

（実施要項） 

第23条 その他開催上の細目については、役員会で定める。 

（改 定） 

第24条 この規定は役員会の議により改定ができる。 

 

付則 この規定は、令和２年４月１５日より実施する。 

   この規定は、令和６年４月１９日より一部改定実施する。 

   この規定は、令和７年４月２５日より一部改定実施する。 
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福島県吹奏楽コンクール県北支部大会審査内規 
 

第１条 この内規は、福島県吹奏楽コンクール県北支部大会実施規定に基づき審査及び判定につい

て定めるものである。 

第２条 審査員は、課題曲と自由曲それぞれを２０点満点で評価する。評価点は、点数を加算し

て、総合点で審査する。 

第３条 審査結果の処理は、支部長から委嘱された審査係によって処理する。 

第４条 審査処理は、審査員の評価に基づき部門ごとに、金・銀・銅の３段階にグループ分けを行

う。ただし、グループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は３:４:３を目安とする。 

第５条 県北支部代表の選出方法は、次のとおりとする。 

（１） 各団体の評価点数を加算して、総合点の高い団体を代表とする。 

（２） （１）で決着がつかない場合は、勝ち点方式で再度順位を決める。 

（３） （２）で決着がつかない場合は、審査員の再投票で決める。 

第６条 第５条による結果は、審査員の了承を得て、支部長が賞を決める。 

第７条 講評用紙、審査一覧表は後日出演団体に送付する。 

第８条 この内規は、役員会の議により、改定することができる。 
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福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会実施規定 

第１章 総 則 

（大会名称） 

第１条 この大会は「福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会」という。 

（実 施） 

第２条 福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会（以下、県北大会）は、福島県吹奏楽連盟県

北支部に加盟する団体内のグループが参加して毎年実施する。 

（会場日時） 

第３条 実施会場・日時などの必要事項は、福島県吹奏楽連盟県北支部役員会（以下、役員会）で

決める。 

第２章 実施部門及び参加人員 

（実施部門） 

第４条 実施部門は次の通りとし、加盟団体は所属する部門に、実施要項で示された上限グループ

数以内で参加することができる。 

（１） 小学生の部  （２） 中学生の部     （３） 高等学校の部 

（４） 大学の部   （５） 職場・一般の部 

（参加人員） 

第５条 各グループの編成は、３名以上８名までとする。 

第３章 資 格 

（参加資格） 

第６条 参加資格は、福島県吹奏楽連盟県北支部に登録された団体で次の通りとする。 

（１） 小学生の部 

団体構成メンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。 

参加形態は以下のとおりとする。 

① 単独校 従来通りの参加形態。 

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない小学校が、 

学校長の許可のもと編成する団体。 

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※１で構成された団体。 

注：部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生や中学生に参加の機会を広

げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。 

（２） 中学生の部 

団体構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。 

（同一経営の学園内小学校の児童、小中一貫校の児童の参加は認める。） 

参加形態は以下のとおりとする。 

① 単独校 従来通りの参加形態。 

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない中学校が、 

学校長の許可のもと編成する団体。 

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※１、中学生※２で構成され 

た団体。 

注：部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生や中学生に参加の機会を 

広げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。 

（３） 高等学校の部 

団体構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。 

（同一経営の学園内小学校児童、中学校生徒、中高一貫校の中学生の参加は認める。） 

（４） 大学の部 

団体構成メンバーは、同一大学（大学院を含む）に在籍している学生とする。ただし、 
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管楽器・打楽器・コントラバスの専攻学生の参加は認めない。 

（同一経営の学園内小学校児童、中学校及び高校生の生徒の参加は認める。） 

（５） 職場・一般の部 

団体構成メンバーは、当該団体の団員とする。 

だたし第２項に該当するメンバー及び職業演奏家の参加は認めない。 

２ 同一奏者が二つ以上のグループに重複して出場することは認めない。ただし、一つのグル

ープ内での楽器の持ち替えは認める。 

 ※１ 小学生 学校教育法で定める小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校の小学部

に在籍する児童をいう。 

 ※２ 中学生 学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課

程、特別支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。 

（入賞取消） 

第７条 参加グループの資格に疑義ある時は、出場を停止または入賞を取り消すことができる。 

第４章 演奏・審査 

（編 成） 

第８条 編成は、木管楽器、金管楽器、打楽器、コントラバスによるものとする。ただし、 

（１） 同一パートを２名以上の奏者で演奏することを認めない。 

（２） 同一奏者のチーム編成は、一回しか認めない。 

（３） 同一奏者が二つ以上の支部に重複して出場することは認めない。 

（４） 独立した指揮者は認めない。 

（５） リコーダーの使用は認めない。 

（６） コントラバスのみの編成は認めない。 

（審 査） 

第９条 出場グループは演奏曲を１曲演奏して審査を受けるものとする。ただし、組曲は１曲とみ

なす。 

（著作権） 

第10条 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受け

なければならない。この許諾を受けないで大会に出場することは認めない。 

（演奏時間） 

第11条 演奏時間は５分以内とし、これを超過した場合は失格とし、審査の対象としない。 

（演奏順序） 

第12条 部門の順序についてはその年の役員会で、出演順序は抽選を経て決定する。 

第５章 表彰及び代表 

（審査員） 

第13条 審査員は、支部長が委嘱する。 

２ 審査員は５名とする。但し、会場の都合等により人数を変更することも認める。 

３ 審査方法は別に定める審査内規による。 

（表 彰） 

第14条 表彰は、部門ごとに、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを贈る。 

（支部代表) 

第15条 県大会開催の２週間前までに支部大会を実施し、各部門の代表グループを決定する。 

２ 支部代表グループの出演順は、完全抽選によって決定する。 

（推薦団体） 

第16条 県北支部から県大会に推薦できるグループ数は、次の通りとする。ただし、県常任理事会

で変更があった場合は、それに準ずる。 

（１） 小学生の部 ………… ３グループ  （２） 中学生の部 ……… ９グループ 
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（３） 高等学校の部 ……… ８グループ  （４） 大学の部 ………… ２グループ 

（５） 職場・一般の部 …… ２グループ 

※ ただし、県吹連の規定により、中学生の部と高等学校の部の代表は、同一校から３グ

ループまでとする。 

（参加費用） 

第17条 県北大会参加に要する費用については、参加団体の負担とする。 

 

第７章 その他 

（共催・後援・協賛） 

第18条 県北大会実施に当って役員会が必要と認めた場合は、共催、後援、協賛団体を持つことが

できる。 

２ 共催、後援、協賛団体から賞状・賞品の贈与を受けることができる。 

 

（実行委員） 

第19条 県北大会の実行委員は、支部の加盟団体の人員があたる。 

（実施要項） 

第20条 その他開催上の細目については、役員会で定める。 

（改 定） 

第21条 この規定は役員会の議により改定ができる。 

 

付 則  １．この規定は、令和２年 ４月１５日より実施する。 

⒉．この規定は、令和４年３月２８日より一部改正実施する。 

３．この規定は、令和６年４月１９日より一部改正実施する。 
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福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会審査内規 
 

第１条 この内規は、福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会実施規定に基づき、審査及び判

定について定めるものである。 

第２条 審査員は、芸術性１０、技術性１０の計２０段階で評価する。評価点は、点数を加算し

て、総合点で審査する。 

第３条 審査結果の処理は、支部長から委嘱された審査係によって処理する。 

第４条 審査処理は、審査員の評価に基づき各部門ごとに、金・銀・銅の３段階にグループに分け

を行う。ただし、クループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は３:４:３を目安とする。 

第５条 県北支部代表の選出方法は、次のとおりとする。 

（１） 評価点を合計して、得点の高い団体を代表とする。 

（２） （１）で決着がつかない場合は、勝ち点方式で再度順位を決める。 

（３） （２）で決着がつかない場合は、審査員の再投票で決める。 

第６条 審査結果は、審査員の了承を得て、支部長が賞を決定する。 

第７条 講評用紙、審査一覧表は後日出演団体に送付する。 

第８条 この内規は、常任理事会の議により改定することができる。 

 

 



月 日 曜日 行事 会場
4 25 金 福島県吹奏楽連盟県北支部総会 サンライフ福島

5 6 火 吹奏楽講習会　講師：小塚　類、永井　公
ふくしん夢の音楽堂
（福島市音楽堂）

8 木 第１回役員会 サンライフ福島
6 4 水 第６３回福島県吹奏楽コンクール第４３回県北支部大会事前説明会及び抽選会

第２回役員会
第６３回福島県吹奏楽コンクール第４３回県北支部大会

7 5 土 準備会
6 日 １日目：大学（シード含む）、小学生（シード含む）、小学生小編成（シード含む）、中学生、高等学校小編成、職場、一般の部

7 月 ２日目：中学生（シードのみ）、中学生小編成、高等学校
審査員：小串俊寿、熊代祐子、鈴木正人、芳賀傑、平子ひさえ

8 8 金 第３回役員会 サンライフ福島
9 24 水 第４回役員会 サンライフ福島

11 5 水 第５２回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会事前説明会及び抽選会
第５回役員会

12 第５３回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
12 金 準備会
13 土 １日目：中学生
14 日 ２日目：小学生、高等学校、大学、職場・一般

審査員：
1 21 水 第６回役員会 サンライフ福島

2 1 日 新人演奏会 ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）

18 水 第７回役員会 サンライフ福島
3 5 木 第１回監査会 サンライフ福島

18 水 第２回監査会 サンライフ福島
25 水 第８回役員会 伊達市立桃陵中学校

4 3 金 第３回監査会 サンライフ福島

月 日 曜日 行事 会場
4 10 木 福島県吹奏楽連盟総会 須賀川市文化センター
6 7 土 第１回常任理事会 福島県立安積黎明高等学校
7 第６３回福島県吹奏楽コンクール

26 土 １日目：小学生、小学生小編成、高等学校小編成

27 日 ２日目：中学生小編成、大学
 審査員：大浦綾子、大城正司、佛坂咲千生、山岸明彦、平子ひさえ、福島弘和、大滝　実

8 2 土 ３日目：中学生

3 日 ４日目：高等学校、職場・一般
 審査員：飯島　泉、小串俊寿、神代　修、今村岳志、小川佳津子、福島弘和、加養浩幸

9 第４３回福島県マーチングフェスティバル
13 土 準備会
14 日 審査員：

11 1 土 第２回常任理事会 福島県立安積黎明高等学校
1 第５２回福島県アンサンブルコンテスト

17 土 １日目：小学生、中学生
18 日 ２日目：高等学校、大学、職場・一般

審査員:
3 8 日 第３回常任理事会 須賀川市文化センター

月 日 曜日 行事 会場
8 第６８回東北吹奏楽コンクール

23 土 １日目：高等学校
24 日 ２日目：中学生

9 6 土 ３日目：小学生、小学生小編成、高等学校小編成、大学
7 日 ４日目：中学生小編成、職場・一般

10 5 日 第４４回全日本小学校バンドフェスティバル東北大会
第３８回全日本マーチングコンテスト東北大会

12 21 日 第４７回東北吹奏楽の日（宮城県） 東京エレクトロンホール宮城
2 第５３回東北アンサンブルコンテスト

14 土 １日目：中学生
15 日 ２日目：小学生、高等学校、大学、職場・一般
21 土 第３７回東北吹奏楽連盟吹奏楽指導者講習会
22 日

青森県　青森市文化会館
リンクステーションホール青森

秋田県　由利本荘市

岩手県　北上市文化交流セン
ター
さくらホール　featツガワ

宮城県
仙台銀行ホールイズミティ２１

いわき市いわき芸術文化交流館
「ALIOS/アリオス」

けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

あづま総合体育館

いわき市いわき芸術文化交流館
「ALIOS/アリオス」

関連行事【東北】

けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

令和７年度　福島県吹奏楽連盟県北支部事業（案）

パルセいいざか

パルセいいざか

サンライフ福島

ふくしん夢の音楽堂
（福島市音楽堂）

関連行事【県】
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１．収入総額 4,092,914 円

２．支出総額 4,092,914 円

３．差引残高 0 円

収入内訳

項目 ６年度予算額 ６年度決算額 ７年度予算額 増減 備考

繰越金 1,275,251 1,275,251 1,362,924 87,673

連盟加入負担金 1,890,000 1,920,000 1,920,000 30,000
30,000円×64団体
(県15,000円、支部15,000円）

事業委託金 100,000 100,000 100,000 0 県より事業補助金として

100,000 100,000 100,000 0 県より事業委託金として(マーチング）

0 0 0 0 県より事業委託金として(県大会）

0 174,456 0 0 吹奏楽講習会

0 395,069 0 0 コンクール県北大会

0 612,269 0 0 アンサンブルコンテスト

0 323,698 0 0 新人演奏会

0 96,900 0 0 R６講習会会場費戻し

0 0 609,990 609,990 R７アンサンブルコンテスト会場費戻し

預金利息 0 369 0 0 預金利息

合計 3,365,251 4,998,012 4,092,914 727,663

支出内訳

項目 ６年度予算額 ６年度決算額 ７年度予算額 増減 備考

連盟加入負担金(県) 945,000 960,000 960,000 15,000 15,000円×64団体　県吹連会計へ振込

吹奏楽講習会運営費 400,000 297,780 500,000 100,000 R８年度会場費等前払いを含む

新人演奏会運営費 400,000 400,000 400,000 0

コンクール県北大会運営費 600,000 600,000 900,000 300,000 R８年度会場費等前払いを含む

アンコン県北大会運営費 350,000 959,990 650,000 300,000 R６年度本部会計より会場費支出済

ＨＰ運営費 80,000 66,880 80,000 0 HP更新、更新手数料

アカウント管理費 60,000 37,444 60,000 0 Googleアカウント管理費

事務費 50,000 55,095 50,000 0 事務局封筒代・トナー代、振込手数料

備品管理費 60,000 60,000 60,000 0 貸倉庫代

通信費 50,000 34,514 50,000 0 郵送費等 　

会議費 15,000 9,600 15,000 0 総会および役員会会場代

役員会旅費 93,000 54,775 93,000 0

事務局費 70,000 57,500 70,000 0 7名×10000円

楽器修理費 150,000 0 150,000 0
ハープの弦交換及び吹奏楽連盟所有の楽
器メンテナンス代

予備費 42,251 41,510 54,914 12,663

合計 3,365,251 3,635,088 4,092,914 727,663

以上のとおり提案致します。 吹奏楽連盟県北支部支部長　 邉見　年成　

吹奏楽連盟県北支部会計　　   宗田 祥江

令和７年度　福島県吹奏楽連盟県北支部予算書　(案)

雑収入

令和7年4月4日
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氏　　名（所　属） 氏　　名（所　属）

佐藤　政俊（元支部長) 佐藤　政俊（元支部長)

熊澤　正人（元支部長） 熊澤　正人（元支部長）

邉見　年成（桃陵中） 邉見　年成（桃陵中）

津村　　潤（桃陵中） 津村　　潤（桃陵中）

本田　純也（福三中） 本田　純也（清水中）

八巻　和浩（伊達中） 八巻　和浩（梁響）

梅野　和生（聖光高） 遠藤　小織（伊達中）

空席 佐藤　広樹（福商高）

摺出寺祥江（成蹊高） 宗田　祥江（成蹊高）

菊池　秀俊（信陵中） 菊池　秀俊（信陵中）

佐々木知美（伊達高） 鬼塚　麻紀（福三中）

会計 八代　香苗（本一中） 八代　香苗（本一中）

遠藤　小織（県北中） 新明　絵美（福北高）

新明　絵美（福北高） 秋葉　直美（信夫中）

会計 秋葉　直美（信夫中） 空席

結城　正人（北信中） 結城　正人（北信中）

鬼塚　麻紀（福一中） 鈴木香世子（福四中）

会　計 鈴木香世子（福四中） 空席

紺野　葉介（フィール） 紺野　葉介（フィール）

佐藤　孝幸（梁響） 佐藤　孝幸（梁響）

本田　純也（福三中） 本田　純也（清水中）

八巻　和浩（伊達中） 八巻　和浩（梁響）

梅野　和生（聖光高） 遠藤　小織（伊達中）

秋葉　直美（信夫中） 秋葉　直美（信夫中）

八代　香苗（本一中） 八代　香苗（本一中）

本田　純也（福三中） 鬼塚　麻紀（福三中）

倉庫保管 倉庫保管

本番用チャイム・ハープ 本番用チャイム・ハープ

テント テント

コンクール
課題曲講習会

アンコン

新人演奏会

事務局
会計

会計監査 会計監査

県常任理事 県常任理事

チャイム・銅鑼 チャイム・銅鑼

アンコン
事務局

新人演奏会
事務局

会　　　計 会　　　計

コンクール
課題曲講習会

事務局

副理事長 副理事長

事務局長 事務局長

事務局次長 事務局次長

支  部  長 支  部  長

副支部長 副支部長

理  事  長 理  事  長

令和６年度　福島県吹奏楽連盟県北支部役員 令和７年度　福島県吹奏楽連盟県北支部役員(案)

役  職  名 役  職  名

顧　　　問 顧　　　問
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４ その他   

（１）【県理事会、総会より】 

① 吹奏楽コンクール小学生の部について 

今年度より、小学生の部が「小学生の部」と「小学生小編成の部」に分かれます。「小学生の

部」の上位大会は「全日本小学生バンドフェスティバル予選東北大会ステージ部門」になりま

すが、フロア部門への重複出場も可能です。「小学生小編成の部」は３０名以内とし、上位大会

は「東日本学校吹奏楽大会予選東北大会」になります。しかし、東日本学校吹奏楽大会へ出場

することになった場合は、３０名を超えての参加も可能です。その他詳細については、県の総

会要項にある「福島県吹奏楽コンクール実施規定」をご確認ください。 

 

② 県事業計画について 

    一昨年度より各地区で行っていた「吹奏楽アカデミー」の演奏発表の場として、令和８年２

月８日（日）に、いわき芸術文化交流館「ALIOS/アリオス」にて「アカデミーバンドフェステ

ィバル」を開催する予定です。 

 

（２）【事務局より】 

  ① 吹奏楽連盟登録について 

福島県吹奏楽連盟加盟登録用紙を、５月９日（金）までに県北事務局長に郵送により提出

してください。（FAX 不可）様式は、県北支部の HP からダウンロードし、ご記入をお願いしま

す。なお、県連盟への登録を支部で一括して行いますので、県より送られてくる同様の内容の

登録用紙は、県事務局へ送らなくて大丈夫です。 

 

 ② 連盟負担金の納入について 

今年度の連盟負担金の振り込みの手続きをお願いします。４月３０日（水）締め切りになり

ます。 

１ 負担金の金額 ３０，０００円 

（内訳：福島県吹奏楽連盟負担金１５，０００円、同県北支部負担金１５，０００円） 

２ 納入期日    令和７年４月３０日（水） 

３ そ の 他 ・ 負担金の納入は、記録を正確に残すため銀行口座への振り込みにてお願いい

たします。（直接持参されても受け付けできませんのでご注意ください） 

・ 入金は団体名でお願いいたします。また、機械で処理される都合上、「福島県

立」や「○○市立」等は省略してください。 

 

  ③ 大会当日の領収書発行について 

コンクール及びアンサンブルコンテストの支部大会や県大会について、当日購入したプログ

ラムやチケットの領収書発行はいたしません。領収書がほしいという場合は、事前申し込み

の段階で購入をしてください。 
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  ④ 支部登録フォームの入力について 

    年度初めにご案内いたしました県北支部の加盟登録フォームの入力のご協力をお願いいた 

   します。まだ入力されていない方は、下記の QR コードもしくは URL からご入力をお願いいた 

   します。 

 

   URL【 https://forms.gle/6A62d82Z41NgDz7CA 】 

 

 ⑤ 各種文書の発送について 

 昨今の郵送費の上昇に伴いまして、各種文書についてメールでの送付を実施していきたいと

思います。すでに令和５年度よりご登録いただいているメールアドレスへの連絡を実施してい

るところではありますが、今年度は各種大会・行事等の初回の案内のみ郵送にてお送りし、そ

れ以降の連絡などについては全てメールにてご連絡差し上げるようにしてまいります。また、

各種大会・行事等の要項や様式等もダウンロードによる提供を進めていく予定です。各団体に

おかれましては、登録いただくアドレスを確実にご確認いただきますようお願いいたします。

お手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

    

   ⑥ 各種行事運営に関する役員ご協力のお願い 

とうほう・みんなの文化センター改修に伴い、各種行事において会場が定まらず何かとご不

便をおかけしております。各種行事につきまして、皆様には引き続き役員のご協力をよろしく

お願いいたします。また、昨年度から生徒補助役員についてもお願いする場面が増えてまいり

ました。人数が少ない団体も多いかとは思いますが、何卒ご協力くださいますようよろしくお

願いいたします。後日、各団体には役員ご協力について、フォームによるアンケートを予定し

ております。 

 

⑦ 次年度総会提案事項について 

令和８年度総会では任期満了に伴う役員改選が実施されます。そのタイミングに合わせて、

役員配置に係る組織改正を提案する予定です。具体的には、事務局員等の人数を削減して、

従来よりもコンパクトな組織にするなど、役員の業務分担や人数について提案いたします。

これにより、役員会も少人数で実施することになり、旅費等の削減にもつながります。その

分、大会運営の際には今まで以上に会員の皆さんの協力が必要になってきます。引き続きの

ご協力をお願いいたします。なお、次年度の役員改正案提出に向けて、今年度から施行的に

業務分担の変更を実施していきたいと考えております。ご了承ください。 
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福島県吹奏楽連盟県北支部 

各種行事における業者との取り決めについて 

１ 各種行事において、業者による補助が必要かどうか役員会で検討をし、必要な部分に関して専

門の業者に協力を仰ぐことができる。 

⑴ 運搬 ⑵ 楽器修繕（リペア） ⑶ 駐車場警備 

２ 依頼する業者の選定は、各種行事の検討をする役員会で選定する。 

３ 各種業者とは、下記の金額での契約を基本とし、各種行事予算の中から支払いをする。なお、

金額などの大幅な変更などがある場合は、役員会で再度検討を行う。 

⑴ １回（片道）につき、８，０００円（税別）を支払う。 

⑵ １日につき１名１０，０００円を支払う。（人数については行事の規模に合わせて役員会で

決定する） 

⑶ 警備会社の指定した金額を県北支部の行事予算から支払う。（人数については、行事を実施

する会場との協議で決定する。） 

４ プログラムを作成する行事については、広告の掲載の依頼も合わせて行う。掲載を了承してい

ただいた場合は、広告料を徴収する。 

５ 写真や動画の撮影については、その後の販売をもって収益を上げることが見込まれるので、撮

影料等の支払いはしない。 

 

 

令和３年４月１５日制定 
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 県北支部所有の楽器借用について  
 

本支部では下記の楽器を所有し、各団体の活動及びコンクール等の大会の運営に活用してい

ます。各団体の練習や、県北支部主催の大会以外で使用したい場合は、下記の手順に沿って借

用することができます。 

・ 本番用チャイム １台（YAMAHA） 

・ 練習用チャイム ２台 

※ 多少音が止まりにくいなどの不具合あり 

・ 銅鑼  特大１台、大１台 

・ ハープ 青山 

 【借用の手順】 

①  楽器を管理している担当者に連絡をし、楽器を受け取りに行く日時、返却する日時（借用期

間）を決定する。 

②  決定した日時に合わせて楽器運搬の手配をする。  

③  借用団体所属長名（校長等）で支部長あての借用書を準備し、借用日に担当に提出できるよ

う準備する。 

④  借用する際に必ず楽器の状態を確認し、安全に運搬する。使用の際も大切に使用する。 

⑤  返却の期限を守り、返却日の前に必ず担当に日時の再確認をしてから、借用時同様安全に運

搬して返却する。 

 

 【使用上の注意】 

①  本番用チャイムは、練習のための貸し出しは一切いたしません。 

②  ハープについては別紙ハープ貸与規定を合わせて確認してください。 

③  マレット等は借用者で準備してください。 

④  特にチャイムは老朽化が進んでいますので、扱いには十分注意してください。 

⑤  運搬にかかる費用は借用者持ちとなります。 

⑥  県北支部大会抽選会から大会当日までの借用に関しては、抽選会で決定します。 

 

                                県 北 吹 連 チャイム担当 信夫中：秋葉直美 本一中：八代香苗 

    県 北 吹 連   銅鑼担当 信夫中：秋葉直美 

本番用チャイム ・ ハープ担当 福三中：鬼塚麻紀 
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ハープ貸与規定  

                                       福島県吹奏楽連盟県北支部事務局  

 

 １ 借用申請（手続）について 

①   別紙県北支部所有の楽器借用についてに沿って借用手続きを行ってくださ

い。 

 

 ２ ハープ運搬について 

①   車両への積み下ろしや運搬の際は、必ずハードケースに入れた状態で行って

ください。 

②   運搬の前に必ず付属品の有無（チューニングハンマー、ペダルハープ用キャ

リア）を確認してください。 

③   楽器の品質を損ねないため、必ず屋根付きの車両で運搬してください。（軽

トラック不可） 

④   運搬費用は各団体でお願いします。原則は管理者→借用団体→管理者ですが、

借用期間の関係で、特別に団体間での運搬が管理者により許可された場合には、

借用団体間で相談してください。  

 

 ３ その他 

①  特殊な楽器であるため、演奏者はハープ専門家、または経験者に師事していて、

弦交換の技術も習得していることが使用条件となります。 

②  弦が切れた場合、常備している弦で交換してください。その際、必ず使用した

弦をハープ管理担当者に報告してください。 

③  借用中の破損、紛失などに関しては、借用団体で弁償していただきます。その

様な事態が発生した場合は、速やかにハープ管理者まで連絡願います。  

④  その他、不明な点はハープ管理者まで連絡ください。  

 

県北支部所有の高価な楽器です。移動等も含めて大切に使用願います。 

 

 


